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第５条 演技の採点 
 

 

5.1  一般規則 

 

予選（競技Ⅰ）、団体決勝（競技Ⅳ）、個人総合決勝（競技Ⅱ）、種目別決

勝（競技Ⅲ）では同じ、または異なる演技を実施してよい。 

ここに記述されている採点方法は、以下の公式競技会で採用される。  

 

FIG公式競技会 

－ オリンピック 

－ 世界選手権大会 

－ ユースオリンピック 

 

また、以下の競技会でも採用できる  

－ 大陸内競技会 

－ 地域競技会 

－ 大学生の競技会 

－ 多種目スポーツの競技会 

－ ワールドカップ 

－ 招待の国際競技会 

－ 国内競技会 

 

難度表の配列 

採点規則には各技が複数桁の数字によって識別された種目ごとの難度表が

入っている。 

 

－ 101 ～ 199 ＝Ａ難度 

－ 201 ～ 299 ＝Ｂ難度 

－ 301 ～ 399 ＝Ｃ難度 

－ 401 ～ 499 ＝Ｄ難度 

－ 501 ～ 599 ＝Ｅ難度 

－ 601 ～ 699 ＝Ｆ難度 

－ 701 ～ 799 ＝Ｇ難度 

 

 

5.2  採点の基本内容 

ï 演技の内容や組み立てに関する現在の考え方は、ダンス系やアクロバッ

ト系の振り付けが熟達され、それが重要とされる芸術的な演技を奨励す

るものとする。 

ï 原則として、演技のやり直しは認められない。 

ï すべての種目での実施／演技は10.00から採点される。 

ï 採点の責務はＤ審判団とＥ審判団の間で以下のように分担する。 

 

5.3  Ｄスコア（構成） 

段違い平行棒、平均台、ゆかのＤスコアは以下を含む。 

ï 難度点 

Á Ａ ＝ 0.10  

Á Ｂ ＝ 0.20  

Á Ｃ ＝ 0.30  

Á Ｄ ＝ 0.40  

Á Ｅ ＝ 0.50 

Á Ｆ ＝ 0.60  

Á Ｇ ＝ 0.70  

­  構成要求       2.50 

­  組み合わせ点 

 

跳馬のＤスコアには難度点が含まれている。 

 

 

5.3.1  難度点（ＤＶ） 

難度点は採点規則の難度表にある技であれば、以下の必要に応じ、その最

大限まで数えることができる。 

 

ï 段違い平行棒、平均台、ゆかでは終末技を含む最大８つの高い順からの難

度点を数える。 

ï Ｄ審判団は、技術的な要求を満たせない技を除いた難度を常に承認する。 
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5.3.2  難度の承認 

アラビア系と側方系の技は前方系の技として扱う。 

 

 

同一技と異なる技の承認 

同一技の難度は演技の中で1回のみ承認される。もし２回実施されても、そ

の難度は認められない。 

 

もし以下のような場合、同じ技番号であるならば同一技とみなされる： 

ï 段違い平行棒でのとびでの握り替えがあるまたはない。 
 
ï 棒に近い後方回転系の技の前に2.104  が実施されても異なる技とは扱

われない。 

例： 

 

     と   は同一技        と   は同一技 

 

     と   は同一技        と   は同一技 
 
ダンス系の技 

ï 横向きと縦向きの実施（平均台） 

¶ 横向きで１回以上のひねりを含むジャンプは、縦向きでの実施より１

つ高い難度が与えられる。もし同一技を縦向きと横向きで実施した場

合、難度は実施順に１回のみ認められる。 

ï 脚の姿勢が同じ跳躍技で踏み切りが片足または両足 

例：ウルフホップ（片足踏み切り）とウルフジャンプ（両足踏み切り） 

ï 片足着地と両足着地（平均台） 

ï 片足着地と両足着地または正面支持臥（ゆか） 

ï ターンでの正ひねりと逆ひねり（平均台とゆか） 

アクロバット系の技の着地が片足と両足の場合（平均台とゆか） 

 

もし以下のような条件があてはまれば、異なる技とみなされる： 

ï 異なる技番号 または 

ï 同じ技番号では 

¶ 宙返りの姿勢（かかえ込み、屈身、伸身）が異なる 

¶ 宙返りが閉脚と開脚の場合（段違い平行棒） 

¶ ダンス系の技での開脚姿勢が前後と左右（ゆか） 

¶ ひねりの角度が異なる場合 Ü、１、1Ü（180度、360度、540度）等 

（第７条 特別な種目での要求について参照） 

¶ 片手支持、両手支持、支持なしで実施の場合 

¶ アクロバット系の技の踏み切りが片足と両足の場合（ゆか） 

 

技の承認は実施順に行う 

 技術的な失敗の場合、技は1つ下、または難度表の異なる技（または難度な

し）と判断される。 

ï もし技術的な要求を満たせず１つ下の難度と判断された場合、その演技の

中で再度実施しても繰り返しと判断され難度は認められない。 

例：段違い平行棒：後方車輪1Üひねりがひねりの前に倒立まで到達せず

振れ戻り、1つ下の難度（Ｃ）と評価された場合、２回目に1Üひねりが倒

立局面で完了しても難度（Ｄ）は認められない。 

ï もし技術的な要求を満たせず異なる技（難度表にある）と判断され、その

後に正確な技術で実施した場合、両方の難度が認められる。 

例：脚交差前後開脚とびで最初の振り上げ脚が45度まで上がらず前後開脚

とびと判断され、その後に脚交差前後開脚とびを正確な技術で実施した場

合、この脚交差前後開脚とびも承認されるが、これは共に難度表に記載さ

れている技だからである。 

 

5.3.3  構成要求（ＣＲ）2.50  

構成要求は各種目の条項に記載されている。最大で2.50を獲得することが

できる。 
 

ï １つの技で複数の構成要求が認められる；しかし異なる構成要求を認める

ために同一技を繰り返すことはできない。   

 

­  終末技の原則 

¶ 終末技がない、あるいはＡまたはＢでの実施   0.00を与える 

¶ Ｃの終末技                  0.30を与える 

¶ Ｄ以上の終末技                0.50を与える 
 

5.3.4  組み合わせ点（ＣＶ） 

組み合わせ点は、段違い平行棒、平均台、ゆかの演技において、独創的で

大変高度な技の組み合わせを成功させたときに与えられる。 

 
ï 組み合わせ点に使う技は難度点で数えられた８つの技に含まれていなくて

もよい。（段違い平行棒の例外、9.2参照） 

ï 段違い平行棒、平均台、ゆかでの組み合わせ点の評価は： 

¶ ＋0.10 または  

¶ ＋0.20  
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ï 組み合わせ点の公式は各種目の条項、第9条4、第10条4、第11条4に記載さ

れている。 

ï すべての空中局面を伴うアクロバット系（ゆか – 支持のない技のみ）と

ダンス系の技は、組み合わせ点の公式に沿って使用することができる。 

ï 価値が下がった技も組み合わせ点として使用できる。 

ï 承認されるためには組み合わせが落下なしに実施しなければならない。 

ï 同一技は組み合わせ点のために他の組み合わせで繰り返せない。 

¶ 承認は実施された順に行う。 

ï 段違い平行棒や平均台とゆかでのアクロバット系の技は、１つの組み合わ

せの中で２回まで同一技を使用することができる。例えば： 

¶ 段違い平行棒 －トカチェフを２回 

¶ 平均台    －片足踏み切り前方開脚伸身宙返りを２回 

¶ ゆか     －間接または直接の組み合わせとして、テンポ宙返り                 

を２回から後方屈身２回宙返りへ 

ï 平均台、ゆか、段違い平行棒（組み合わせ点のための特別な条件のあるも

のを除いて）での１つの組み合わせの中で技の連続の順番は自由でよい。 

ï すべての組み合わせは直接でなければならない；ゆかのアクロバット系の

技の組み合わせに限り間接でもよい。 
 
ï 直接の組み合わせとは、アクロバット系やダンス系の技、または混合の組

み合わせが以下のような実施なしに行われたものをいう。 

¶ 技と技の間に躊躇や止まり  

¶ 技と技の間に余分なステップ 

¶ 技と技の間で足が台に触れる 

¶ 技と技の間でバランスを失う 

¶ 技と技の間で余分な手／脚の振り 

一方向へのリープやアクロバット系の技の組み合わせは、以下の様な場合

直接の組み合わせとして認められる。 

¶ １つ目の技の着地がそれに続く２つ目の技の踏み切りとなり直ちに跳

ね返る。または  

¶ １つ目の技の着地を片足で行い、浮き足が２つ目の技の踏み切りとな

って直ちに跳ね返る。 
 
タイミング：前方／後方（またはその逆）のアクロバット系の技や、ダンス

系の技／アクロバット系の技（またはその逆）の組み合わせ： 

¶ 着地から踏み切りまでにスピードが落ちたり止まったりすることなく、

ダイナミックなリズムで連続されたと感じられること。 

¶ 前方や後方の同方向への２つのアクロバット系の技が運動を連続する

ような跳ね返り作用ではない。 

ï 間接の組み合わせ（ゆかのアクロバット系シリーズのみ）とは、宙返りと

宙返りの間に、空中局面を伴う支持のある技（グループ３の例えばロンダ

ート、後転とび等の準備的な技）が入る組み合わせをいう。 

 

ï ２つ以上の技が直接組み合わされている場合、２つ目の技は以下のように

使用することができる。 

¶ １回目は組み合わせの最後の技として  

¶ ２回目は次に続く新しい組み合わせの最初の技として  

ゆかでの直接または間接の組み合わせの承認は、選手の高得点に向けて

の評価となるべきである。  

 

5.4  Ｅスコア 10.00（実施） 

演技の実施、組み立て、芸術的表現、すべてが完璧であれば選手は10.00を

獲得できる。 

Ｅスコアは以下の欠点による減点を含む： 

ï 実施 

ï 芸術的表現 
 
欠点によるこれらの減点は一般欠点と減点表（第6条）、第8条～第11条の

各種目の細目と技術（第7条）に記載されている。  
 
最終得点の算出 

Ｄスコア＋Ｅスコア＊＝最終スコア 

 
＊Ｅスコア 

実施と芸術性の各減点合計を合わせて、10.00から差し引いた得点。

算出例： 

–Ｄスコア    

   難度点 (3C, 3D, 2E)   ＋3.10  

   構成要求  ＋2.50  

   組み合わせ点   ＋0.60  

 Ｄスコア  6.20  

   

–Ｅスコア  10.00  

実施 －0.70   

芸術性  －0.30  －1.00  

Ｅスコアは６つの得点（減点）のうちの 

中間４つの平均から算出される。 

Ｅスコア 

最終スコア 

9.00  

15.20 
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5.5  短い演技 

演技の実施と芸術性の減点がなされるＥスコアの最高点は以下の通り： 

Å 10.00 もし７技以上の実施であれば 

Å  6.00  もし５～６技の実施であれば 

Å  4.00  もし３～４技の実施であれば 

Å  2.00  もし１～２技の実施であれば 

Å  0.00 もし技の実施がなければ 

 

Ｄ審判団は種目のセクレタリーにＥスコアの最高点を伝える。 

 

例：ゆか 

選手が３技だけの実施のあと転倒し怪我をした場合 

                                                                                      

                                                         （足から先に着地しない） 
 
評価： 

Ｄスコア  

難度点 （Ｃ＋Ａ＋０＋Ｅ）             ＋0.90 

構成要求 ＃４と＃５（終末技）           ＋1. 00 

Ｄスコア    ＋1. 90  

 

実施と芸術性のための最大 Ｅスコア           4.00  

減点合計(１回の転倒、 高さ、大きさなど)              －4.10  

Ｅスコア                                            ＝0.00                                                                         

最終スコア：     （Ｄ）1. 90＋（Ｅ）0.00    ＝1. 90  

 

Ｅスコアが“0.00”またはそれ以下の場合、Ｄスコアが選手のスコアとな

る。 

 

5.6  新しい跳躍技と新技の承認 

まだ難度表になく、今までに実施されていない新しい跳躍技や技を、コー

チや選手が一年の間いつでも女子技術委員会に電子メール、ファクシミリ、

または郵送で提出することを勧める。  

ï 原則として実施された技だけ採点規則に掲載される。 

ï FIG公式競技会において初めてその技の実施が成功（落下なしに）した時

に新技として承認される。 

   世界選手権大会 

    オリンピック 

 

ï もし初めての実施が複数の選手による実施であるならば技に名前は付け

られない。技は “Ｃ”難度以上でなければならない。 

 

ï 新技は大会要項で定められた日時に遅れることなく提出しなければなら

ない。評価の申請には技術の図や数値に加えてビデオテープを添えなけ

ればならない。 

 

ï FIG女子技術委員会は以下のことを決定する： 

· 新しい跳躍技の価値（跳躍技グループと跳躍技番号） 

· 新技の難度  

ï その評価は FIG公式競技会以外の競技会で認められた価値と比べ異なって

いてもよい。 

ï その決定はなるべく早く書面にて以下へ通達される。 

· 関係する連盟 

· 審判講習会（情報伝達）、または各競技会前の審判会議にて審判

員に  

 

ï 新しい跳躍技や技は、他のすべての国際競技会で競技部長や、また FIG

技術委員代表に提出することができる。その評価と決定は、それぞれの

競技会に先立って開催される技術会議で取り上げられる。 

· その決定は当該競技会のみ有効である :しかし次回の女子技術委

員会の会議で再検討するために、技術責任者から女子技術委員長

にそれを送付することが望ましい。このような新技等は提出され

て確認され、さらにFIG公式競技会で演技されて初めて更新規則

に掲載される。 

 

5.7  FIGの更新規則 

FIG公式競技会後、FIG女子競技委員会は以下の内容を含む更新規則を発表

する。  

ï 技番号と図解を付けたすべての新しい技とバリエーション。  

更新規則はFIG事務局長からすべての加盟連盟に有効期日を入れて送付され、

それ以後のすべてのFIG競技会に適用される。 
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第６条  一般欠点と減点表 
 

欠  点 

小 中 大 超大 

0.10  0.30  0.50 1.00  

以上 

Ｅ審判団(Ｅ1 – Ｅ6)による減点  
     

実施欠点 

ï 腕の曲がり、または膝の曲がり 各 X X X  

ï 脚または膝の開き 各 X 
X 

肩幅以上 
  

ï ひねりを伴う技での脚の交差 各 X    

ï 技の高さ（外への振幅）が不十分 各 X X   

不十分  

ï かかえ込みまたは屈身姿勢の正確さ 

 

ï 伸身姿勢の正確さ 

 

各 

 

各 

 

X 
腰角度90˚ 

 

X 
 

 

X 
腰角度 

< 135˚ 

X 
>135˚ 

  

−伸身姿勢を保てない 

(UB, BB, FX) －屈身姿勢が早い 
各 X X   

ï とびでの躊躇、押し上げや揺れる倒立 各 X    

ï 着地前の身体の伸ばしが不十分 各 X    

ï 直線方向から外れる 各 X    

ï 柔軟性（身体の柔軟性）が不十分 各 X    

アクロバット系とダンス系の技での脚の位置： 

ï 開脚が不十分 

ï 開脚が台／床に平行でない（ダンス系） 

 

各 

各 

 
X 
X 

 
X 
 

  

技での姿勢 

ï 身体の姿勢が悪い 

ï つま先が伸びない 

ï 足が内向き 

 

各 

各 

各 

 
X 
X 
X 

 
X 
 
 

  

ï 正確さ（それぞれの運動の始まりと終わりの身体の

姿勢が正しい）に欠ける  
各 X    

演技全体を通して： 

ï スピードや迫力（以下の内容）が不十分 
 

 
X 

 
X 

  

Å 演技中活力が持続し、実施に余裕が見られる 

Å “大変難しい” ものも容易に見える 

Å スピードがあり機敏に最高点へ到達し、力強さを

持続しながらも軽い 

     

ï ダンス系の動きでの姿勢不良 

ï 大きさが不十分 
 

X 
X 

X 
X 

  

着地での欠点 

（終末技を含むすべての技） 
 

落下しなければ着地での 

最大減点は 0.80 を超えない 

ï 着地で脚が離れる 各 X    

ï 器械に大変近い（UB , BB）  X X   

平均を保つための動き：      

ï 余分な腕の振り 各 X    

ï 平均を保つための余分な上体の動き 各 X X   

ï 余分なステップ、わずかなとび 各 X    

ï 非常に大きなステップまたはとび（１mを目安に） 各  X   

ï 姿勢の欠点 各 X X X  

ï 深いしゃがみ立ち 各   X  

ï 器械にもたれてはいないが、手や腕が器械に触れる 各  X   

ï マット上／器械に片手または両手をつく 各    1.00 

ï マットに膝または尻をつく 各    1.00 

ï 落下、または器械にもたれる 各    1.00 
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第６条  一般欠点と減点表 

 

欠  点 
小 中 大 超大 

0.10  0.30  0.50 1.00 以上 

Ｄ審判団(Ｄ1 – Ｄ２)による減点       

ï 組み合わせの実施での落下 UB,BB,FX    CVなし 

ï 足から先に着地しない宙返り／跳躍 各    DV, CV, CRなし 

ï 演技面の外からの踏み切り FX    DV, CV, CRなし 

ï 演技の前と後にＤ審判員に挨拶をしない 選手/当該種目  
X 

最終スコア

から 

  

コーチの行動      

ï 補助行為（演技を助ける） 
UB,BB,FX 

各 
   

1.00 

最終スコアから  

DV, CV, CRなし 

ï 補助行為（ＵＢでコーチが選手に触れる） 各   
X 

最終スコア

から 

 

Ｄ審判団(Ｄ1 – Ｄ２)の減点 

スーパーバイザーとの協議によって 
     

器械器具での不正行為：      

ï ロンダート入りの跳躍技のためのセーフティ

ーカラーを正しく使用しない 

（第 8条 4.2 参照） 

選手/当該種目    無効 VT “0” 

ï 追加の着地用マットを使用しない 選手/当該種目   X 

最終スコアから 

ï 許可なく器械の高さを上げる 選手/当該種目   X 

ï 許可のない器具の上に跳躍板を置く 選手/当該種目   X 

ï 跳躍板からスプリングを取り外す 選手/当該種目   X 

ï 許可のない追加マットの使用 選手/当該種目   X 

ï 追加マットを移動する 選手/当該種目   X 

ï 不当にコーチが演技台にとどまる 選手/当該種目   X 

Ｄ審判団から上級審判部へ通知し 

最終得点から減点 
     

ï レオタードが同一でない 

（同じチームの選手） 
チーム  X 

競技Ⅰ、Ⅳで各競技の 

発覚した最初の種目から１回 

ï 不適切あるいは美的でないパット使用 選手/当該種目 X    

ï 不適切なマグネシウムの使用 選手/当該種目 X    

ï 自国のマークが付いていない 選手/当該種目  X 
競技Ⅰ、Ⅱ、Ⅳでは各競技の

発覚した最初の種目から１回 

競技Ⅲは当該種目から 

ï ゼッケンが付いていない 選手/当該種目  X 

ï 不適切な服装 －レオタード、装飾類、包帯

の色 
選手/当該種目  X 

ï 誤った演技順での競技 選手/当該種目  1. 00 競技Ⅰ、Ⅳは団体総合得点から 

計時審判員から書式通告による 

Ｄ審判団の減点 
     

ï はなはだしい練習時間の超過（警告後） チーム  X  

最終スコアから 

¶ 個人 選手/当該種目  X  

ï 緑ライトの点灯後 30秒以内に演技を開始し

ない 
選手/当該種目  X  

ï 演技時間の超過(BB, FX)  選手/当該種目 X   

ï 赤ライトの点灯中に演技を開始する 選手/当該種目    “0” 

ï 中断時間の超過(UB ,BB) 選手/当該種目    演技終了 



7 

第６条  一般欠点と減点表 
 

 

 

注：もし、チーム２名のうち１名のコーチが競技場から退場になった場合、全競技を通して１回のみ別のコ

ーチに替えることができる。 

１回目の違反＝イエローカード 

２回目の違反＝レッドカード、コーチはそれ以降の競技から閉め出される。 

 
＊もし、コーチが１人のみで競技に残ることがあれば、次の世界選手権大会、オリンピックへの参加資格

を失う。 

欠  点 
 小 中 大 超大 

 0.10 0.30 0.50 1.00 以上 

審判長の減点 

（上級審判部との協議によって） 
     

選手の行動      

ï 広告違反    x 
広告表示に関して 

要請があれば 

ï 審判長の許可なく競技場を離れる     失格 

ï 表彰式に参加しない（許可なく）    
失格 

（スコア／順位無効） 

ï 理由なく競技を遅らせたり、妨害したりする     失格 

ï スポーツマンらしくない行動 選手/当該種目  x   

ï 不当に演技台にとどまる 選手/当該種目  x   

ï 競技中に審判員と話す 選手/当該種目  x   

  

審判長の減点 

（上級審判部との協議によって） 

カードシステム 

FIG公式または公認の競技会に適用 

コーチの行動が選手／チームの演技／結果に直接影響しない 

ï スポーツマンらしくない行動 

（全競技を通して適用） 

１回目－ コーチにイエローカード（警告） 

２回目－ コーチにレッドカード、そして競技場から退

場させる 

ï はなはだしく不規律な態度や罵るような言動 

（全競技を通して適用） 

直ちにコーチにレッドカード、そして競技場から退場さ

せる 

コーチの行動が選手／チームの演技／結果に直接影響する 

ï スポーツマンらしくない行動 

（全競技を通して適用） 

例えば、理由なく競技を遅らせたり、妨

害したり、認められているＤ１審判員への

質問を除いて競技中に審判員と話す等。 

１回目－ 0.5 の減点（選手／チーム／当該種目から） 

        もしコーチが競技中に審判員と話をした場合

イエローカード（警告） 

１回目－  1. 0の減点（選手／チーム／当該種目） 

       もしコーチが審判員に攻撃的に話をした場合

イエローカード（警告） 

２回目－ 1. 0の減点（選手／チーム／当該種目） 

コーチにレッドカード、そして競技場から退

場させる 

ï はなはだしく不規律な態度や罵るような言動 

（全競技を通して適用） 

例えば、競技中規定人数以上のコーチが

競技エリア内に入る 

1.0 の減点（選手／チーム／当該種目）、直ちにコーチ

にレッドカード、そして競技場から退場させる＊ 
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第７条 技の承認のための技術 
 

 

難度を承認するには特定な技術の実施が要求される。  

 
すべての種目 

 

体勢の要求 
 
かかえ込み 

¶ 宙返りやダンス系の技において腰と膝の角度が90度未満 

屈身 

¶ 宙返りやダンス系の技において腰角度が90度未満 

伸身 

¶ 伸身宙返りでは少なくともà回転伸身姿勢が保たれなければならない。  

¶ ２回宙返り：１回目の宙返りで伸身姿勢が保たれ、２回目の宙返りで少

なくともà回転伸身姿勢が保たれなければならない。 

¶ 伸身姿勢（腰角度135度～180度）と承認されるその腰角度の曲がりを超

えて、跳馬で股関節が折れ曲がったり、段違い平行棒の終末技で脚を入

れ込んだりするような実施は伸身姿勢と認められない。 

 

ひねりを伴う宙返りでの着地 
 
ï 段違い平行棒と平均台の終末技 

ï 平均台とゆかの演技中 

ï 跳馬の着地 

ï ひねりは正確に完了されなければならず、そうでなければ低い難度となる。 

注：難度は前の手（ひねりを伴う後転とびの場合）または足の位置により決定

される。  
 
ひねり不足： 

 -   ３回ひねりは 2Üひねりに 

 -   2Üひねりは２回ひねりに  

 -   ２回ひねりは 1Üひねりに 

 -   1Üひねりは１回ひねりに 
 

着地での転倒 

¶ 足から先に着地した場合 －難度が与えられる。  

¶ 足から先に着地しない場合 －難度は与えられない。 

 

 
 

平均台とゆか           

 

ダンス系の技のひねりの承認 

¶ ターンは正確に完了されなければならず、そうでなければ低い難度と

なる。  

¶ 足の位置に加え腰と肩の向きも考慮されなければならない。 

 

片足上のターンは次のように区切られる：  

¶ 平均台は 180度  

¶ ゆかは 360度 

 

ひねり不足： 

¶ ３回ターンは２回ターンに（ゆか） 

¶ ２回ターンは 1Üターンに（平均台） 

 

ターンの判断:  

¶ つま先立ちで行われなければならない。 

¶ ターンの間、安定した明確な姿勢を保たなければならない。 

¶ 支持脚が伸びているか、曲がっているかによって難度は変わらない。 

¶ ターンの角度は踵または浮脚が落ちたところで決定される。（ターン

の終了と判断される） 

¶ 浮脚が特定の姿勢を指示されている片足上のターンは、ターンの間そ

の姿勢を保たなければならない。 

¶ もし規定された位置を維持できない －１つ下の難度となる（難度表

になければ） 

 

ひねりを伴うジャンプ、リープ、ホップ  

もし着地が両足であれば －前足の位置で難度を決定する。  

¶ もし着地が片足であれば －腰と肩の向きで決定する。 

 

 

技術不良が原因でダンス系の技の難度価値が下がっても（難度なし）、体線

が美しく振り付けが魅力的であれば減点はない。しかし、もし体線に問題があ

ったり、その他実施や技術に欠点があったりすれば減点が適用される。 
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ひねりを伴う跳躍技の様々な技術は、ターンの開始から途中そして終了まで

屈身、かかえ込み、開脚の姿勢が保たれて承認される。 

 

定義： 

リープ  －片足踏み切り、他の足または両足で着地 

ホップ  －片足踏み切り、その足または両足で着地 

ジャンプ －両足踏み切り、片足または両足で着地 

 
 

180度の開脚（前後開脚）を伴うリープ、ジャンプ、ホップ、ターンとアク

ロバット系の技 

 

開脚の角度不足（開脚不十分）または脚の位置が不正確： 

 

開脚が不十分 

 

リープ、ジャンプ、ホップ： 

  
   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ターン                                          アクロバット系  

 

   >  0° -  20° －0.10  

   > 20° -  45° －0.30  

   > 45° 採点規則の他の技または難度なしとなる 

 
 

脚の位置が不正確 

 

 

 

 

 

 

 

 
脚が床に平行でない    －0.10 

 
 
 

ダンス系の技での特別な要求の抜粋 
 

脚交差した前後開脚とび 

 
 

 

承認要求：振り上げ脚は最低 45度、開脚は 180度 

Ｄ審判団 

-  振り上げ脚が少なくとも 45度上がらない、または

曲がっている -前後開脚とびとなる。 

 
 

脚交差した前後開脚とびÜひねり 
   
 
 

 

承認要求：前後開脚が見られなければならない  

Ｄ審判団 

-  振り上げ脚が少なくとも 45度上がらない、または

曲がっている -前後開脚とびÜひねりとなる。 

-  もし左右開脚が見られたら -脚交差した左右開脚

とび（ジョンソン）となる。 
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輪とびの原則 

· 後ろへ反ったアーチ姿勢と頭部後屈の両方が見られ、さらに足が頭の高さまで上
がらなければならない。 

· 180度の開脚 

· 前脚は水平 (シソンヌ系のジャンプは除く)  

 
輪とび(リープ)／脚交差した前後開脚からの輪とび 

 Ｄ審判団 

-  後ろ足が肩より低い／または前脚が水平( >10°)より下 

 -１つ下の難度 

-  アーチ姿勢がない／または頭部後屈がない 

-前後開脚とびまたは脚交差した前後開脚とびとなる。 

Ｅ審判団 

-  アーチ姿勢が不十分        －0.10 

-  後ろの足が肩の高さ        －0.10 

-  前脚が水平(> 10°)より下      －0.10 

注：後ろの脚が曲がっても伸びても同一技になる。 

 

羊とび／輪とび(ジャンプ)  

 

承認要求：足は頭の高さそして頭を後方に落とす 

Ｄ審判団 

-  足が肩より低い          -１つ下の難度 

-  アーチ姿勢がない／または頭部後屈がない -難度なし 

Ｅ審判団 

-  アーチ姿勢が不十分        －0.10 

-  足が肩の高さ           －0.10 

 

ヤンボー 承認要求：前脚が水平で 180度を超える前後開脚 

 Ｄ審判団 

-  両脚は水平だが前後開脚が180度を超えない 

                   -１つ下の難度 

-  前後開脚は180度を超えているが 

前脚が水平( > 10°)より下＝ 輪とび（ジャンプ）となる 

-  アーチ姿勢がない／または頭部後屈がない 

＝前後開脚とびまたはシソンヌ(前脚が水平より下)  

-  アーチ姿勢がない／または頭部後屈がない 

そして前後開脚がない( 20度より多く開かない)                                                   

-難度なし 

Ｅ審判団 

-  アーチ姿勢が不十分        －0.10 

-  前後開脚は180度を超えているが 

前脚が水平( > 10°)より下      －0.10 

  

ひねりを伴う／伴わないかかえ込みとび 承認要求：腰と膝角度45度  

 Ｄ審判団 

腰角度 > 135度          -難度なし 

Ｅ審判団 

腰角度 90度               －0.10 

腰角度 > 90 度 – 135度    －0.30 

 

 

 
ひねりを伴う／伴わないウルフとび 

 
承認要求：膝がそろい腰角度45度   

 Ｄ審判団 

腰角度 > 135度          -難度なし 
Ｅ審判団 

腰角度 90度               －0.10 

腰角度 > 90 度 – 135度    －0.30 

 
 

 
ひねりを伴う／伴わないねことび 

 
承認要求：膝の上げ方が浅い方の腰角度が

45度 

 Ｄ審判団 

腰角度 > 135度          -難度なし 

-  脚が交互に上がらない  -かかえ込みとび 

Ｅ審判団 

腰角度 90度               －0.10 

腰角度 > 90 度 – 135度    －0.30 

 

 
ひねりを伴う／伴わない開脚屈身とび 

 両脚は水平より上 

Ｄ審判団 

腰角度 > 135度          -難度なし 

Ｅ審判団 

腰角度 90度               －0.10 

腰角度 > 90 度 – 135度    －0.30 

 

  
身体の姿勢：身体－胴、腕－肘、脚－膝の姿勢欠点に対する減点は、角度に関する減点に加算され

る。 
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段違い平行棒 

振り上げ倒立 

¶ 身体のすべての部分が垂直から10度以内に到達したときに倒立として認

められる。 

 

Ｄ審判団 

もし完了が 

¶ 垂直から 10度以内 –難度を認める  

¶ >10度        –難度なし 

Ｅ審判団 

¶  > 10度 – 30度   –減点なし  

¶  > 30度 – 45度       －0.10 

¶  > 45度       －0.30 

 

倒立でのひねりを伴う／伴わない回転系の技と 

高棒から低棒への空中局面を伴う技 

 

· 振りの技 –ひねりを伴う回転系の技が要求の 

10度に到達せずにひねり完了後反対 

方向に振れ戻る動きに続く 

 

· ひねりを伴わない回転系の技と要求の10度に到

達しない空中局面を伴う技 

 

 

 

 

 

Ｄ審判団 

もし完了が  

¶ 10度以内 –難度を認める 

¶ >10度   –１つ下の難度 

Ｅ審判団 

¶  > 10度 – 30度     －0.10 

¶  > 30度 – 45度       －0.30 

¶  > 45度       －0. 50 

 
 

注:  

ひねりを伴わない回転系の技： 

¶ もし技の完了が身体の一部分でも水平以下 ＝採点規則の他の技となる 

 

 

¶ 倒立局面でひねりを完了する回転系の技 

 

 

Ｄ審判団 

もし完了が  

¶ 10度以内（どちら側でも）または倒

立の後ひねる –難度を認める 

Ｅ審判団 

¶  > 10度 – 30度     －0.10 

¶  > 30度 – 45度       －0.30 

¶  > 45度       －0. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

姿勢欠点に対する実施減点は技の角度に関する減点に加算されなければなら

ない。 
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第８条 跳 馬  
 

 

8. 1 一般規則 

選手は各競技の要求によって、難度表にある跳躍技から１回または２回の跳

躍を実施しなくてはならない。  

 

ï 選手はそれぞれの跳躍を開始する前に、実施予定の跳躍技番号を表示する

責任がある。 

ï 助走距離は25mを勧める。しかし、選手個人によって決めてもよい。 

ï 緑のライト点灯またはＤ１審判員からの合図の後、選手は１回目の跳躍を実

施し、そして助走路の元の位置に戻り、２回目の跳躍技番号を表示する。

１回目の得点が表示された後、選手は直ちに２回目の演技を開始する準備

をしなければならない。 

ï 演技は助走から始まり、跳躍板での両足踏み切りは以下のどちらかによる。 

¶ 前向き 

¶ 後ろ向き 

ï 横向きの踏み切りや着地をする跳躍技は認められない。 

ï 踏み切りから始まる、次の跳躍局面が採点される： 

¶ 着手前の空中局面（第１空中局面） 

¶ 支持局面 

¶ 着手後の空中局面（第２空中局面）  

¶ 着地局面 

ï すべての跳躍は跳躍台に両手を着いて実施しなければならない。 

ï もし選手が跳躍板および跳躍台に触れていなければ、次のように助走が許

される： 

¶ １回の跳躍が要求されている場合、２回まで（３回目の助走は認められ

ない） 

¶ ２回の跳躍が要求されている場合、３回まで（４回目の助走は認められ

ない） 

 

選手はロンダート入りの跳躍技のために、組織委員会が用意した「セーフテ

ィーカラー」を正しく使用しなければならない。 

 

着地方向の減点の目安として、着地マットの中央にレーンを引く。選手はこ

のレーンに安定した着地をしなければならない。 

8. 2 跳躍技グループ 

跳躍技は以下のグループに分類される： 

グループ １ –  第１／第２空中局面でひねりを伴うまたは伴わない、宙返りの

ない跳躍技（倒立回転とび、ヤマシタとび、ロンダート入り） 

グループ ２ –  第１空中局面で１回（360°）ひねりを伴うまたは伴わない前

方倒立回転とび～第２空中局面でひねりを伴うまたは伴わない

前方または後方宙返り 

グループ ３ –  第１空中局面でß～Ü（90°～180°）ひねりを伴う倒立回転

とび（ツカハラ）～第２空中局面でひねりを伴うまたは伴わな

い後方宙返り 

グループ ４ –  ロンダートから第１空中局面で後ろとび１回（360°）ひねり

を伴うまたは伴わない入り（ユルチェンコ）～第２空中局面で

ひねりを伴うまたは伴わない後方宙返り 

グループ ５ –  ロンダートから第１空中局面で後ろとびÜ（180°）ひねりを

伴う入り～第２空中局面でひねりを伴う、または伴わない前方

宙返りまたは後方宙返り 

 

8.3  種目特有な要求 

ï 実施予定の跳躍技番号を演技前に表示（手動または電動）しなければなら

ない。 

ï 予選、団体決勝、個人総合決勝:  

演技は１回のみの跳躍となる。 

¶ 予選の１回目の得点は団体決勝と個人総合決勝へ向けての得点となる。  

¶ 選手が予選で種目別決勝への出場を望むならば、以下の種目別決勝の

規則に従って２回の跳躍を実施しなくてはならない。   
 
種目別決勝 

選手は２回の跳躍技を実施しなければならず、その平均点が最終得点となる。 

ï ２回の跳躍は、支持局面（跳躍台からの突き手）が以下のように前方と後

方に異なっていなければならない： 

¶ 前方着手 例：前転とび～Üひねり後方かかえ込み宙返り 

（クエルボ） 

¶ 後方着手 例：ツカハラ入り ～後方宙返り１回ひねり 
 
種目別決勝の例：  

1.もし１回目の跳躍技が後方着手の場合、２回目の跳躍技の選択： 

¶ ロンダートから後ろとびÜひねり入り～前方宙返り 

¶ 前転とび１回ひねり 

または、 

2.  もし１回目の跳躍技が前方着手の場合、２回目の跳躍技の選択： 
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¶  ユルチェンコ ～後方伸身宙返り  

¶  ツカハラ～後方屈身宙返り 

 

8.3.1 境界線からの踏みだし 

線審によって規定された跳馬のレーンから踏み出たと判断された場合（Ｄ１

審判員へ書式で報告）、最終得点から次のような減点がされる。 

ï レーンの外へ片足／片手が出た着地または踏み出る       －0.10 

ï レーンの外へ両足／両手または身体の一部が出た着地または踏み出る 

－0.30 

ï レーンの外へ両足で着地（初めての接触で）          －0.50 

 

8.4 種目特有な減点（Ｄ審判団） 

すべての跳躍技は番号が付けられた図解で記されている。  

選手は実施予定の跳躍技番号を表示する責任がある。もし表示と異なる跳躍

技を実施した場合でも減点はない。 
ï 実施予定の跳躍技番号の表示違反＊（跳躍技番号の表示なし）  0.30 

＊実施された跳躍の最終得点から減点 

ï 片手だけ触れる（最終得点から減点）            2.00 

ï 種目別決勝のための予選と種目別決勝において 

Á １回のみの実施または跳躍技が同一の場合 

評価：１回目の実施の得点÷２＝最終得点  

Á ２回の跳躍の支持局面が異なっていない 

    評価：２回 の跳躍の平均得点－2.00＝最終得点 
 
無効となる跳躍＊ 

ï 助走をして、とび越すことなく跳躍板や跳躍台に触れる  無効（0.00） 

ï 跳躍台に触れない実施                 無効（0.00） 

ï 跳躍中 

¶ すべての補助行為                  無効（0.00） 

ï ロンダート入りの跳躍技でセーフティーカラーの使用違反  無効（0.00） 

ï 足から先に着地をしない                無効（0.00） 
＊注：Ｄ審判団が 0.00 を出す。 

無効（0.0）または「片手だけ触れる」実施により減点 2.00 と判断されたす

べての跳躍は、Ｄ審判団とスーパーバイザーで必ずビデオによる再審を行う。 

 

8. 5 得点の算出方法 

Ｄ審判団：実施した跳躍技の価値得点を入力し、Ｅ審判団には表示板にシンボ 

ルマークを書いて承認した跳躍技を知らせる。（もし表示された跳躍技と異な

った場合） 

１回目の跳躍の得点は、選手が２回目の跳躍実施の前に掲示しなければなら

ない。 

 

8. 6 種目特有な実施減点（Ｅ審判団） 

欠  点 0.10 0.30 0.50 1.00 

第１空中局面     

ï ひねりが不十分：グループ１のÜ と１回ひね

り、グループ２と４の１回ひねり 

ï 技術不良 

¶ 腰角度 

¶ 身体の反り 

≦45° 
 
 
x 
x 

≦90° 
 
 
x 
x 

>90° 
 
 
 
 

 

支持局面     

ï 技術不良 

¶ 前向き入りでの着手のずれ 

¶ 肩角度 

¶ 鉛直面を経過しない 

 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

  

ï 規定されたひねりの時期が早すぎる  x x x  

第２空中局面     

ï 高さが不十分 x x x 0.80 

ï ひねりが不正確 x    

ï 身体の姿勢 

¶ 伸身姿勢を保てない 

（伸身姿勢の跳躍技で屈身姿勢で降下） 

¶ 身体の伸ばしが不十分または遅い 

（かかえ込み、屈身の跳躍技） 

ï 距離が不十分 

 
x 
 
 
x 
 
x 

 
x 
 
 
x 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
x 

 

一般     

ï 宙返りの回転が低い 

¶ 転倒なし 

¶ 転倒 

ï スピードや迫力に欠ける 

 
X 
 

X 

 
 

X 
X 

 
 
 

X 

 

ï ＊直線方向から外れる 

¶ 両足ともレーンの中 

 
X 

   

＊補足：初めての接触で 

転倒  

¶ 足から先に着地した場合、跳躍技とみなす。 

¶ 足から先に着地しない場合、0.00とする。 
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第９条 段違い平行棒 
 

 

9.1  一般規則 

演技の採点は跳躍板またはマットを踏み切った時から始まる。跳躍板の下に

補助器具（例：余分な板）を追加することは認められない。  

開始技のための助走は、もし選手が１回目の試みで跳躍板や器械に触れたり、

器械の下をくぐり抜けたりしなかった場合、２回目が許される。  

ï ２回目の開始技への試みが失敗した後は、選手は演技を開始しなければな

らない。 

ï もし選手が跳躍板や器械に触れたり、器械の下をくぐり抜けたりしなかっ

た場合、減点はない。 
 
器械から落下した場合、演技続行のために再び段違い平行棒に戻るまでに 30

秒の中断が許される。（計時は選手が落下後マットに立った時から始まる）  

ï 落下の間、経過時間は秒単位でスコアーボードに表示される。  

ï 警告は次の合図（ゴング）によって知らせる  

¶ 10 秒 

¶ 20 秒  

¶ 30 秒の制限時間  

ï もし選手が 30秒の制限時間内に段違い平行棒に戻らなかった場合、演技

の終了とみなされる。 

 

9.2  演技の内容と構成  

終末技を含む最大８つの高い順からの難度点を数える。 

空中局面を伴わない同一系統の技について： 

ï 空中局面を伴わない同一系統の技は２つのみ難度点として数えられる。同

一系統の技は高い順から２つが難度点として認められる。 

¶ もし同一系統の技が３つ実施され、そのうち２つが同一難度の場合、

実施順に数えられる。 

ï 難度点に数えられた２つの技のみが組み合わせ点と構成要求に使用できる。 

 

例：                  ３つの空中局面を伴わない 

同一系統の技 

  

難度点ははじめに最も高い（Ｅ）を数え、次の（Ｄ）は２つあるので実施順

にみて２つ目の技は数えられない。よって最初から３つの技は組み合わせ点も

認められない。 

難度は多様性に富んだ以下の運動の分類から構成されなければならない：  

ï 回転系と振動系の技 

¶ 後方車輪 

¶ 前方車輪 

¶ 棒下振り出しと浮支持回転 

¶ 前方／後方開脚浮腰回転  

¶ 前方／後方足裏支持回転  

ï 空中局面を伴う技  

¶ 高棒からとんで低棒を握る（またはその逆） 

¶ 切り返しを伴うとび（棒を越える） 

¶ とび越し 

¶ ヘヒト 

¶ 宙返り 

 

9.3 構成要求（ＣＲ）－Ｄ審判団 2.50  

１－高棒から低棒と低棒から高棒へ移動する空中局面を伴う技  

0.50 を与える 

２－同一棒を再び握る空中局面を伴う技            0.50 を与える 

３－前方と後方の技（振り上げ倒立、開始技と終末技は除く） 

うち一つは棒に近い回転系（空中局面を伴わない）の技 0.50 を与える           

４－空中局面を伴わない 360度ひねりを伴う技（中技のみ） 0.50 を与える 

５－終末技 

¶ 終末技がない、あるいはＡまたはＢの終末技       0.00 を与える 

¶ Ｃの終末技           0.30 を与える 

¶ Ｄ以上の終末技                 0.50 を与える 

 

9. 4 組み合わせ点（ＣＶ）－Ｄ審判団 

組み合わせ点は直接の組み合わせに与えられる。 

組み合わせ点はＤスコアに加算される。 
 

直接の組み合わせの公式は以下の通り： 

0.10 0.20 

D (空中局面伴う) + C ＊ 

 

(この順番で実施)  

D (同一棒または低棒から高棒への空中局面伴う) 

+ C＊以上(高棒での)  

(この順番で実施)  

D + D以上 D + E ( １つは空中局面を伴う)  

E + E   

 ＊Ｃ難度の技は空中局面かひねりを伴わなければならない 
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ï 同一技は、１つの直接の組み合わせの中で２回まで組み合わせ点のために

使うことができるが、２回目の技は難度点として認められない。 

ï 空中局面を伴う技はその中に明らかな空中局面が見えなければならない。 

¶ 高棒からとんで低棒を握る（またはその逆） 

¶ 再び同一棒を握るまたは他の棒を握る切り返しを伴うとび（棒を越え

る）、とび越し、ヘヒト、宙返り 

¶ 終末技 

注：  180度～360度ひねりを伴う／伴わないとびによる握り換えは空中局面

とは認めない。 

直接の組み合わせは以下のような組み合わせで実施することができる： 

¶ 開始技を含む組み合わせ（グループ１の開始技は空中局面を伴う技とし

ては認められない）  例：     

             D+D = 0.10 

¶ 演技中の組み合わせ  

¶ 終末技を含む組み合わせ  
 
ï もし内容のない振りや中間振動が２つの技の間に実施された場合、組み合

わせ点は与えられない。  

¶ 内容のない振り＝逆方向に振り戻す前の、難度表にある技の実施にはな

い前振り／後ろ振り。 

「シャポシニコヴァ」系の技を除く。 

¶ 中間振動＝正面支持からの後ろへの振り直し、または次の技を連続する

ためには不必要な懸垂での振り。  

 

9. 5 種目特有な実施減点（Ｅ審判団） 

欠  点  0.10 0.30 0.50以上 

ï ３回目の助走、または開始技を実施せず跳躍板に

触れる 
  1.00  

ï 握りの調整 x   

ï 足が器械をかする   x  

ï マットをかする   0.50 

ï 足が器械にあたる        0.50 

ï 足がマットにあたる   1.00  

ï 演技にそぐわない運動  

（例：倒立に到達する前に前後に脚が開く） 

 
x 

 

ï 技のリズムが不良 x x  

ï 空中局面を伴う技の高さが不十分 x x  

ï 空中局面を伴う技での回転が棒より下 x   

ï け上がりや後ろ振りで身体の伸ばし不十分 x   

ï 内容のない振り  x  

ï 中間振動   0.50 

ï 技の完了角度が不正確 x x x 

ï 技の実施なしで棒を換える  x  

ï 終末技に直接続く同一技が２回より多い x   

ï 終末技を試みない＊   0.50 
 
＊終末技での転倒等： 

ï もし終末技の宙返りを開始せず（宙返りの回転が開始しない）落下した場

合、または 

ï 終末技を全く試みない場合（足で着地、または足で着地した後転倒） 

例１：前振りから回転せず背中または足から着地  

評価： 

Å 構成要求なし（Ｄ審判団） 

Å 終末技の難度点なし、７つの難度点のみ加算（Ｄ審判団） 

Å 終末技を試みない－0. 50（Ｅ審判団） 

Å 着地の減点適用（Ｅ審判団） 

 

ï もし終末技の宙返りを開始してから落下した場合 

例２：棒下振り出し前方かかえ込み宙返りで足から着地せずに転倒 

評価：  

Å 構成要求なし（Ｄ審判団） 

Å 終末技の難度点なし、７つの難度点のみ加算（Ｄ審判団） 

Å 着地の減点適用（Ｅ審判団） 

 

9.6  注釈 

空中局面を伴う技での落下 

¶ 両手で棒を握って（瞬間的な懸垂または支持）からの落下であれば、

難度が与えられる。 

¶ 両手で棒を握ることなく落下した場合、難度は与えられない。 

開始技 

¶ 低棒から高棒へまたは高棒から低棒へ移動する空中局面を伴う開始技

は、構成要求の１を満たすために使用できる。 
¶ 演技の中で開始技と同じ技（または逆の場合も同様に）を実施できる

が、難度の獲得は１回のみとなる。 
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第１０条 平均台 
 

 

10.1 一般規則 

演技の採点は跳躍板またはマットを踏み切った時から始まる。跳躍板の下に

補助器具（例：余分な板）を追加することは認められない。 

開始技のための助走は、もし選手が１回目の試みで跳躍板や器械に触れなか

った場合、２回目が許される。 

ï ２回目の開始技への試みが失敗した後は、選手は演技を開始しなければな

らない。 

ï その場合、難度表にない「開始技」の減点は適用されるが、もし選手が跳

躍板や器械に触れなかった場合、その他の減点は追加されない。 

 

平均台の演技時間は 1分 30秒（90秒）を超えてはならない。 

  

計時： 

ï 計時審判員１（アシスタント）は選手が跳躍板またはマットを踏み切った

時に計時を開始する。そして選手が平均台の演技を終えマットに触れた時

に計時を終了する。 

ï 制限時間の 10秒前と、そして再度、演技を終了しなければならない制限

時間（1分 30秒）を合図（ゴング）によって知らせる。 

ï もし終末技の着地が２回目の合図と同時ならば減点はない。 

ï もし終末技の着地が２回目の合図の後ならば、制限時間を超過した減点を

行う。審判員は終末技も含めて演技全体を採点する。 

ï もし演技が 1 分 30 秒（90 秒）を超えた場合、演技時間超過の減点をする。 

¶  0.10  

ï 制限時間の 90秒を超えた後に実施された技も、Ｄ審判団は価値を認め、

Ｅ審判団はそれを採点する。 

ï 計時に関わる違反は、その都度計時審判員がＤ審判団に書式にて報告し、

Ｄ審判団が最終得点から減点する。 

 

中断（落下）時間： 

ï 器械からの落下による演技の中断は 10秒まで許される。（計時審判員２

は選手が落下後マットに立った時から計時を始める）落下の間、時間は別

に計測され演技時間には含めない。 

ï 落下時間は平均台に上がるために選手の足がマットから離れた時に終了す

る。 

ï 計時審判員１による演技時間計測の再開は、選手が平均台に再び上がった

後、演技再開の最初の動きからとする。 

ï 落下の間、経過時間は秒単位でスコアーボードに表示される。中断の制限

時間の 10秒は合図（ゴング）で知らされる。  

¶ もし選手が10秒の制限時間内に平均台に戻らなかった場合、演技の終

了とみなされる。 

 

10.2 演技の内容と構成 

ï 終末技を含む最大８つの高い順からの難度点を数える。 

¶ アクロバット系の技は最大５つ 

¶ ダンス系の技は少なくとも３つ 

 

難度は多様性に富んだ以下の運動の分類から構成されなければならない：  

ï 以下の内容を伴うまたは伴わないアクロバット系の技 

¶ 支持 

¶ 空中局面 

ï ダンス系の技 

¶ リープ、ジャンプ、ホップ 

¶ ターン 

¶ 波動 

¶ 姿勢保持系（立位、座位、臥位） 

 

10.3 構成要求（ＣＲ）－Ｄ審判団 2.50 

１－180度開脚（前後開脚姿勢のみ）のリープ、ジャンプ、ホップを１つは含

む、少なくとも２つの異なる技からなるダンス系の組み合わせ 

0.50 を与える 

２－片足上のターン                   0.50 を与える 

３－１つの宙返りを含む、少なくとも２つの空中局面＊を伴う技からなるアク

ロバット系シリーズ （同一技でもよい）        0.50 を与える 

４－方向の異なる（前方／側方と後方）アクロバット系の技  0.50 を与える 

５－終末技 

¶ 終末技がない、あるいはＡまたはＢの終末技       0.00 を与える 

¶ Ｃの終末技                     0.30 を与える 

¶ Ｄ以上の終末技                   0.50 を与える 
＊ 空中局面を伴う技は支持があってもまたはなくてもよい。 

注：   

¶ 構成要求の１～４は台上で実施しなければならない。 

¶ 接点系、倒立、姿勢保持の技で構成要求は満たせない。 
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10.4 組み合わせ点（ＣＶ）－Ｄ審判団 

組み合わせ点は直接の組み合わせに与えられる。 

組み合わせ点はＤスコアに加算される。 

 

直接の組み合わせの公式は以下の通り： 

アクロバット系 

0.10 0.20 

２つの空中局面を伴うアクロバット系の技、終末技は含まない 

*C/D + D以上 

C + C 

B + E 

C/D + D 

B + F 

３つの空中局面を伴うアクロバット系の技、開始技と終末技を含んでも 

（終末技はＤ以上） 

B + B + D  

C + B + C (この順番で実施)  

B + B + E  

C + C + C  

B + C + D 

*空中局面を伴う技の組み合わせ 

ï 前方＋前方／側方 

ï 前方＋後方（またはその逆） 

ï 宙返り＋支持のある空中局面を伴う技(この順番で実施)  

ダンス系～ターン＊＊ 

A + C   
＊＊同じ支持足で実施、または１歩出して２つ目のターンへ 

（２つ目のターンのための準備動作は認められない） 

混  合 

C + C 以上 

(終末技は含まない)  

Dの宙返り + Aの水平立ち系 

 (この順番で 

ステップなしに直ちに)  

 

 
ï アクロバット系の同一技は、１つのシリーズの中で２回まで組み合わせ点

のために使うことができるが、２回目の技は難度点として認められない。 

ï 横向きで１回以上のひねりを含むジャンプは、縦向きでの実施より 1つ高

い難度点が与えられる。（第 5条参照） 

ï 以下の空中局面を伴う支持のあるＢのアクロバット系の技は、 

¶ 閉脚後転とび 

¶ 開脚後転とび 

¶ アウエルバッハ後転とび 

¶ ロンダート 

¶ 前転とび 

演技中や終末で組み合わせ点を得るために別の組み合わせでも２回目を実施

することができる。  
 

終末技での転倒等： 

ï もし終末技の宙返りを開始せず（宙返りの回転が開始しない）落下した場

合、または 

ï 終末技を全く試みない場合（足で着地、または足で着地した後転倒） 

例１：ロンダート、跳んで台から下りる  

評価： 

Å 構成要求なし（Ｄ審判団） 

Å 終末技の難度点なし、７つの難度点のみ加算（Ｄ審判団） 

Å 終末技を試みない－0. 50（Ｅ審判団） 

Å 着地の減点適用（Ｅ審判団） 

 

ï もし終末技の宙返りを開始してから落下した場合 

例２：ロンダート、終末技の宙返りで足から着地せずに転倒 

評価：  

Å 構成要求なし（Ｄ審判団） 

Å 終末技の難度点なし、７つの難度点のみ加算（Ｄ審判団） 

Å 着地の減点適用（Ｅ審判団） 

 
10.5 芸術性の減点（Ｅ審判団） 
 

欠  点 0.10   0. 30 0.50 

ï リズムの変化が不十分 x    

ï 確実性に欠ける演技 x x  

ï 演技全体を通して以下のような内容で芸術的表現

に欠ける：  

¶ 技と動きの構成が独創的ではなく、振り付け

の創造性に欠ける 

 
 
x 

 

 
 
x 

 

ï 不適当なジェスチャー、または動きが模倣的で調

和がない 

x   
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10. 6 種目特有な実施減点（Ｅ審判団） 

欠  点  0.10 0.30 0.50以上 

ï ３回目の助走、または開始技を実施せず

跳躍板に触れる 
  1.00 

ï 台の側面を余分に脚で支える   x  

ï 技の技術要求に反した余分な支え  x  

ï 落下を防ぐために平均台をつかむ   0.50 

ï 平均を保つための余分な動き x x 0.50 

ï 精神集中のための停止（2秒より長い）  x   

ï ダンス系の技での準備動作が長い  x   

ï 技の偏り： 

¶ 演技全体で１回より多い脚の伸びた両

足上のÜターン 

 
x  
 

 
 

 
 

ï 不十分な平均台の使用： 

¶ 胴の一部や頭が台に接する平均台に近

い運動がない（技でなくてよい） 

 
x 
 
 

  

ï 組み合わせでのリズムの不良 x   

ï 難度表にない開始技 x   

ï 終末技を試みない   0.50 

 

 

10.7 注釈： 

 

落下－アクロバット系とダンス系の技 -足か胴体が台に戻らなければ承認され

ない。 

­  片足、両足、または規定された姿勢での着台がある場合、難度は認めら

れる。 

­  片足、両足、または規定された姿勢での着台がない場合、難度は認めら

れない。 

 

開始技 

­  開始技の前にロンダートのみ実施してよい。 

­  開始技（接点系、倒立、姿勢保持）は演技中でも実施できるが同一技と

して難度は１回のみ数える。 

 
 

 

姿勢保持系 

­  倒立（ひねりを伴わない）と姿勢保持系の技で難度を得るためには難度

表で指示されている2秒の静止が必要である。もし2秒の静止がなく採点

規則に別の技としてもあげられていなければ、１つ低い難度（倒立や姿

勢保持が完了した場合）となる。 

­  姿勢保持系のアクロバット系の技（空中局面を含む）は組み合わせ点の

ために、アクロバット系シリーズの２つ目の技として使用できる。 

 

­   と でもし倒立での2秒静止がなければ、１つ低い難度点となる。 

¶ もし選手が同一技を繰り返し、倒立で 2秒静止 –難度は認められな

い 

 

オノディ（5.401） 

­    はアクロバット系シリーズの１つ目または２つ目の技として使用

できる。 

­  着台足を戻す技  はシリーズの最後の技としてのみ使用できるが、オ

ノディと同一技と判断される。 

 

注意を要する技 

 

­   の着手着手は縦向きでなければならない。もし横向きの着手であるな

らば１つ低い難度となる。 

¶ もし選手が同一技を繰り返し、１回ひねりを完了 –難度は認められ

ない 

 

両手が揃って縦向き着手 －難度を認める 

 

 

 

もう一方の手の前に片手が着く縦向き着手 –難度を認める 

 

 

                  もし前の手がひねりを完了 –難度を認める  

                  （正確さに対する減点適用） 

 

 

   

 横向き着手 –Ｃの難度点となる 
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第１１条 ゆ か 

 
 

 

11.1  一般規則 

演技の採点は選手の最初の動きから始まる。ゆかの演技時間は 1分 30秒

（90秒）を超えてはならない。 

  

ゆかの音楽 CDは大会主催者にわたす。各 CDは許容時間内であるか主催者側

とチームの責任者によって確認される。 

 

計時： 

ï アシスタントは選手がゆかの演技で最初の動きを始めた時に計時を開始す

る。 

ï アシスタントは選手が最後のポーズをとってゆかの演技を終了した時に計  

時を終了する。演技は音楽と同時に終了しなければならない。 

ï もし演技が1分30秒（90秒）を超えた場合、演技時間超過の減点をする。 

¶ 0.10  

ï 制限時間の90秒を超えた後に実施された技も、Ｄ審判団は価値を認め、Ｅ

審判団はそれを採点する。 

 

音楽伴奏はオーケストラ、ピアノ、またはその他の楽器（歌唱のないもの）

によって録音されたもので行う。 

ï 音楽がない、または声（歌唱）が入っている    －1.00 

注：最終得点からＤ審判団の減点。 

 

境界線からの踏みだし：身体のいずれかの部分が境界線の外側に触れた場合、

規定されたゆかの演技面（12m×12m）を超えたものとして、次のような減点と

なる。 

ï 演技面の外へ片足／片手が出た着地または踏み出る        －0.10 

ï 演技面の外へ両足／両手または身体の一部が踏み出る 

または両足の一部分が出た着地（初めての接触で）     －0.30 

ï 演技面の外へ両足で着地                 －0.50 

 

計時や境界線に関する違反は、その都度計時審判員や線審が種目のＤ審判団

に書式にて報告し、Ｄ審判団が最終得点から減点する。 

 

 

11.2  演技の内容と構成 

ï 終末技を含む最大８つの高い順からの難度点を数える。 

¶ アクロバット系の技は最大５つ 

¶ ダンス系の技は少なくとも３つ  

ï 宙返りを含んだアクロバット系のラインは最大４本まで認められ、それ以

後のアクロバット系のラインの難度は難度点として数えられない。 

難度は多様性に富んだ以下の運動の分類から構成されなければならない：  

ï アクロバット系の技 

¶ 接点系 

¶ 倒立系 

¶ 空中局面を伴うまたは伴わない支持系 

¶ 宙返り 

ï ダンス系の技 

¶ リープ、ジャンプ、ホップ 

¶ ターン 
 

11.3  構成要求（ＣＲ）－Ｄ審判団 2.50 

１－180度の前後開脚の跳躍技を１つは含む、少なくとも３つの異なるダンス

系の技での移動                       0.50 を与える 

¶ ３つ以上の異なるリープまたはホップ（難度表にある）の直接または間

接（ランニングステップ、小さなリープ、ホップ、シャッセ、シェネタ

ーンが入っている）の組み合わせでの移動であること。このねらいは流

れるように大きく移動する動きを作ることにある。 

¶ ジャンプやターンは移動がないので認められない。シェネターン（両足

上でのÜターン）は移動するステップなので間に入ることが認められる。 

¶  ダンス系の技での移動で１つ目、２つ目のリープまたはホップは片足で

着地しなければならない。                                             

２－２つの異なる宙返りを含む１つのアクロバット系シリーズ 

0.50 を与える 

¶ アクロバット系シリーズは１つの宙返りを含む少なくとも２つの空中局

面を伴うアクロバット系の技からなる。 

３－前方と後方の宙返り                   0.50 を与える 

４－２回宙返りとひねり（１回ひねり以上）を伴う宙返り    0.50 を与える 

５－終末技 

¶ 終末技がない、あるいはＡまたはＢの終末技       0.00 を与える 

¶ Ｃの終末技                      0.30 を与える 

¶ Ｄ以上の終末技                   0. 50 を与える 
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ï 終末技は最後に実施された宙返りでも最後の組み合わせの中で実施された

宙返りでもよい。 

¶ もしアクロバット系シリーズの実施が２本より少ない場合、終末技はな

しと判断される。 

¶ もし最後のアクロバット系シリーズで宙返りがなかった場合、構成要求

の終末技はなしとなる。  

¶ 最後のアクロバット系シリーズまたは最後の宙返りの後での、最大１つ

のアクロバット系の技を含む混合シリーズの実施は認められる。 

 

例：              

評価： 

Å 構成要求なし（Ｄ審判団） 

Å 終末技の難度点なし、７つの難度点のみ加算（Ｄ審判団） 

Å 終末技を試みない－0. 50（Ｅ審判団） 

Å 着地の減点適用（Ｅ審判団） 
 
 
 

11.4  組み合わせ点（ＣＶ）－Ｄ審判団 

組み合わせ点は間接と直接のアクロバット系の技との組み合わせに与えられ

る。 

組み合わせ点はＤスコアに加算される。 
 
間接と直接のアクロバット系の技との組み合わせの公式は以下の通り： 

間接のアクロバット系の技の組み合わせ 

0.10 0.20 

C + D C + E 

A + A + D   

直接のアクロバット系の技の組み合わせ 

0.10 0.20 

A + A + D  A/B + E 

B + D C + D 

C + C  

混  合 

D-宙返り + A-ジャンプ 

(この順番で実施)  
 

間接の組み合わせとは、宙返りと宙返りの間に、空中局面を伴う支持のある技

（例えばロンダート、後転とび等の準備的な技）が入る組み合わせをいう。 
 

注：組み合わせ点のためのアクロバット系の技は支持のない技のみである。 

 

11.5  芸術性の減点（Ｅ審判団） 
 

欠  点 0.10 0. 30 0.50 

ï 胴の一部や頭が床面に接する床に近い運動がない

（技でなくてよい） 
x 

  

ï リズムの変化が不十分 x   

ï 演技全体を通して以下のような内容で芸術的表現に

欠ける：   

¶ 技と動きの構成が独創的ではなく、振り付けの

創造性に欠ける 

¶ 動きを通しての音楽テーマの表現能力の欠如 

 
 
x 
 
x 

  

ï 音楽 

¶ 音楽と動きの関連性が乏しい 

¶ 演技の終了で音楽と動きが一致しない 

¶ 音楽がバックミュージックでしかない 

 
x 
x 
 

 
x 
 
 

 
 
 
x 

ï 不適当なジェスチャー、または音楽、動きが模倣的

で調和がない 
x 

  
 

 
 

11. 6 種目特有な実施減点（Ｅ審判団） 

欠  点 0.10   0. 30 0.50 

ï アクロバット系シリーズ前の精神集中のための停止

（2秒より長い） 
x   

ï ダンス系の技での準備動作が長い x   

ï 技の偏り： 

¶ １回より多いリープ／ジャンプ／ホップの正面

支持臥 

 
x 
 

  

ï 360度以上の片足上のターンがない  x  

ï 終末技を試みない   x 
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変更規則 Ⅰ・Ⅱ
 

 

採点規則2009年版を以下のように部分変更して変更規則とする。 

 

☆変更規則Ⅰ、Ⅱ共通の変更 

 

＜短い演技＞ 

演技の実施と芸術性の減点がなされるＥスコアの最高点は以下の通り： 

Å 10.00 もし６技以上の実施であれば 

Å  6.00  もし５技の実施であれば 

Å  5.00 もし４技の実施であれば 

Å  4.00  もし３技の実施であれば 

Å  3.00 もし２技の実施であれば 

Å  2.00  もし１技の実施であれば 

Å  0.00 もし技の実施がなければ 

 

＜Ａ（0.10）の難度を認められる要素＞ 

 以下の要素は１技と数えられるが、構成要求には使用できない。 

－段違い平行棒 

Å 前方支持回転 

Å 後方支持回転 

Å 足裏支持前方回転（かかえ込み） 

Å 足裏支持後方回転（かかえ込み） 

－平均台 

Å 伸身とび 

Å かかえ込みとび 

Å 前転 

Å 後転 

－ゆか 

Å 前方倒立回転 

Å 側方倒立回転 

Å 後方倒立回転 

 

＜跳馬＞ 

 ２回の跳躍を実施し、よい方の得点を有効点とする。 

 

☆変更規則Ⅰ 

 構成要求を以下のように部分変更する。 

 

＜終末技の原則＞ （段違い平行棒、平均台、ゆか共通） 

¶ 終末技がない、あるいはＡでの実施    0.00を与える 

¶ Ｂの終末技               0.30を与える 

¶ Ｃ以上の終末技             0.50を与える 

 

＜段違い平行棒＞ 

１－高棒から低棒または低棒から高棒へ移動する空中局面を伴う技 

２－空中局面を伴う技（他とは兼ねられない） 

３－棒に近い回転系（空中局面を伴わない）の技 

 

＜平均台＞ 

３－１つの空中局面を伴う技を含む、少なくとも２つの技からなるアクロバット系シ

リーズ （同一技でもよい） 

 

＜ゆか＞ 

４－ひねり（１回ひねり以上）を伴う宙返り 
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☆変更規則Ⅱ 

 構成要求を以下のように部分変更する。 

 

＜終末技の原則＞ （段違い平行棒、平均台、ゆか共通） 

¶ 終末技がない             0.00を与える 

¶ Ａ以上の終末技            0.50を与える 

 

＜段違い平行棒＞ 

１－高棒から低棒または低棒から高棒へ移動する空中局面を伴う技 

２－空中局面を伴う技（他とは兼ねられない） 

３－棒に近い回転系（空中局面を伴わない）の技 

４－倒立を経過する技 

 

＜平均台＞ 

３－空中局面を伴うアクロバット系の技 

 

＜ゆか＞ 

２－宙返りを含む１つのアクロバット系シリーズ 

３－前方の空中局面を伴うアクロバット系の技 

４－後方の空中局面を伴うアクロバット系の技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


